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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

５７９ 指定居宅サービス事業者を指定した件 長寿いきがい課

５８０ 指定介護予防サービス事業者を指定した件 同

５８１ 道路の区域を変更する件 高規格道路課

５８２ 道路の供用を開始する件 同

【企業管理規程】

番 号 表 題 担当課名

１３※ 徳島県企業局電気工作物保安規程の一部を

改正する規程

【公安委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

１７ 令和８年猟銃等講習会の開催日時等を公表

する件

１８ 令和８年年少射撃資格講習会の開催日時等

を公表する件

１９ 令和８年クロスボウ講習会の開催日時等を

公表する件



徳
島
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
た
す
き

徳
島
市
南
沖
洲
一
丁
目
七
―
四
七

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

徳
島
市
末
広
一
丁
目
五
―
一
一

訪
問
介
護

令
和
七
年
十
一
月
一
日

―
七

Ｍ
ｅ
ｌ
ｉ
ａ

二
〇
五
号
室

Ｐ
ｉ
ｎ
ｏ
Ⅱ

株
式
会
社
Ｍ
―
ｃ
ｏ
ｎ

同

国
府
町
日
開
字
東
四
三
七

株
式
会
社
Ｍ
―
ｃ
ｏ
ｎ
ｎ

同

東
吉
野
町
二
―
三
一
―
二

福
祉
用
具
貸
与

同

ｎ
ｅ
ｃ
ｔ

番
地
の
四

ｅ
ｃ
ｔ

特
定
福
祉
用
具

販
売



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
Ｍ
―
ｃ
ｏ
ｎ

徳
島
市
国
府
町
日
開
字
東
四
三
七

株
式
会
社
Ｍ
―
ｃ
ｏ
ｎ
ｎ

徳
島
市
東
吉
野
町
二
―
三
一
―
二

介
護
予
防
福
祉

令
和
七
年
十
一
月
一
日

ｎ
ｅ
ｃ
ｔ

番
地
の
四

ｅ
ｃ
ｔ

用
具
貸
与

特
定
介
護
予
防

福
祉
用
具
販
売



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

新
旧

敷

地

の

幅

員

延

長

路
線
名

区

間

番
号

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
郡
東
み
よ
し
町
東
山
字

男
山
六
九
六
番
一
地
先
か
ら

旧

三
・
五
～
一
六
・
三

一
七
六
・
三

同

字

４

丸
亀
三
好

中
村
三
三
番
一
地
先
ま
で

同

新

七
・
三
～
二
七
・
二

一
七
六
・
三



徳
島
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局
三
好
庁
舎
に
お
い
て
、
令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
か
ら

二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
の
種
類

県
道

整
理

延

長

路
線
名

区

間

供

用

開

始

の

期

日

番
号

（
メ
ー
ト
ル
）

三
好
郡
東
み
よ
し
町
東
山
字
男
山

六
九
六
番
一
地
先
か
ら

４

丸
亀
三
好

一
七
六
・
三

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日

同

字
中
村

三
三
番
一
地
先
ま
で





 

 

                   

 

 

   

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

    

 

 

 

    

       

 

     

 

 

 



 



 

 

                   

 

     

  

  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    



       

 

     

 

 

 

 



 

 

                   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

 

    

 

 

 

    

       

 

     

 

 

 

 


